
返　戻　金　制　度 
 
 
弊社は返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、手数料の全部又は一

部を返戻する制度）を下記に設けています。 
 
 
被採用者が自己都合により入社後6ヶ月未満に甲を退職した場合、退社時期に応じて、受領した
手数料を、下記の表に従い返還するものとする。 
 
 

退社時期 返還する手数料 

入社から３ヶ月未満 ５０％ 

 
 
その他詳細については、契約書や覚書の定めに従うものとする。 
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